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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２６年１１月２８日 午前９時３０分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更承認申請について

議第 ４号 農地法第４条の規定による許可申請について

議第 ５号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ６号 農地法適用外事実確認証明について

議第 ７号 農業委員会等に関する法律施行令第３条に係る農業委員選挙人

名簿の審査方法について

報告事項 報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の解約通知について

報第 ３号 基盤強化法の解約通知について

報第 ４号 作付変更届について

報第 ５号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ６号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

出席委員 ３３名

１番 大 桃 伸 之 委員 ３番 内 山 敏 雄 委員

４番 村 井 善一郎 委員 ５番 熊 倉 睦 委員

６番 捧 譽 委員 ７番 阿 部 眞佐雄 委員

８番 刈 屋 一 夫 委員 ９番 佐 藤 満 委員

１０番 金 子 純 一 委員 １１番 内 山 清 委員

１２番 大 竹 一 雄 委員 １３番 横 山 一 雄 委員

１４番 村 山 佐喜雄 委員 １６番 大 竹 正 信 委員

１７番 廣 川 哲 也 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 五十嵐 俊 雄 委員 ２０番 坂 井 和 弘 委員

２１番 阿 部 銀次郎 委員 ２２番 野 水 敏 秋 委員

２３番 野 﨑 文 夫 委員 ２４番 嘉 藤 太加雄 委員

２５番 佐 藤 裕 雄 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員

２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３０番 原 正 利 委員
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３１番 小 師 勉 委員 ３２番 目 黒 伸 一 委員

３３番 山 田 佳 典 委員 ３４番 蒲 澤 正 委員

３５番 小 林 六 一 委員

欠席委員 ２名

２番 鶴 巻 純 一 委員 １５番 山ノ内 正 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 雅 志

事 務 局 次 長 斎 藤 公 明

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

経営基盤係主任 堀 江 定 昭

午前９時３５分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたしたいと思います。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３５名、出席３３名、

欠席２名で会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。１４

番、村山佐喜雄委員、２２番、野水敏秋委員を指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。

議長（野﨑会長）

それでは、早速に議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。

なお、１番、大桃伸之委員、３４番、蒲澤正委員は、農業委員会等に関する法律第２

４条１項の規定に基づき、議事参与の制限により本議案終了まで退席をお願いいたしま

す。

１番（大桃伸之委員）

１番、大桃、議事参与の件で退席いたします。

３４番（蒲澤 正委員）

３４番、退席します。

（午前９時４０分 １番大桃伸之委員、３４番蒲澤 正委員退席）

議長（野﨑会長）

では、事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）
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大変恐縮でございますが、議第１号説明の前に、お配りしております議案訂正のお願

いと、あわせておわびを申し上げます。

議案の１７ページをお願いしたいと思います。議案１７ページ、一番上段の１３２番

でございます。この中で、申請土地の地番が「５２１―１」ということで記載をさせて

もらいましたが、正しくは「８２１」でございました。面積につきましても、「８８㎡」

と記載されておりますが、正確には「４７４㎡」でございます。

これに伴いまして合計が変わってきますので、２８ページをお願いいたします。２８

ページ、合計欄でございます。合計の欄、下から６行目になりますが、再設定３年の面

積が「３４５，８１０．９５㎡」と記載されてありますが、正しくは「３４６，１９６．

９５㎡」でございます。最下段の合計面積「８３８，１５０．６５」と記載されており

ますが、正しくは「８３８，５３６．６５㎡」に訂正をお願いいたします。大変申しわ

けありませんでした。

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明いたします。

２８ページをお願いいたします。２８ページでございます。今月の申請は新規設定３

０件、面積２０万９４０．９㎡、再設定１１９件、５８万７２４．７５㎡、利用権移転

７件、４万２，５６５㎡、所有権移転６件、１万４，３０６㎡であります。合計では１

６２件、８３万８，５３６．６５㎡であります。

それでは、お戻りいただきまして、１ページをお願いいたします。４７番から順にご

説明いたします。４７番から５２番の６件につきましては、先ほど開催をされました農

地銀行運営委員会であっせん委員より報告をいただいた案件であります。

４７番は、塚野目地内の農地１筆、１，５９０㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり８５万円です。

続きまして、４８番は、金子新田地内の農地１筆、１，２１５㎡をあっせんによる売

買により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり６０万円であります。

４９番は、同じく金子新田地内の農地１筆、１，２０１㎡をあっせんによる売買によ

り取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり６０万円であります。

続きまして、５０番は、中野原地内の農地１筆、２，１９２㎡をあっせんによる売買

により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり４０万円であります。

５１番は、同じく中野原地内の農地３筆、２，１５６㎡をあっせんによる売買により

取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり４０万円であります。

５２番は、同じく中野原地内の農地１筆、２，９５２㎡をあっせんによる売買により

取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり４０万円であります。

次の５３番から７ページの８２番までの３０件は、新規に１年から１０年間それぞれ

利用権設定するものであります。５３番から順に説明を申し上げます。

５３番は、田屋地内外の農地計６筆、６，１６９㎡を１年間、５４番は、北野新田地

内の農地１筆、５９㎡を３年間、５５番は、上保内地内の農地１５筆、６，７２７．３

㎡を同じく３年間、５６番は、石上３丁目地内の農地５筆、３，７３７㎡を３年間、５

７番は、新光地内外の農地計９筆、７，８９７㎡を３年間、続きまして５８番でござい
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ます。５８番は、上保内地内の農地１３筆、１，５４４．２４㎡を３年間、５９番は、

月岡地内外の農地計３８筆、１万４，６７７．２９㎡を３年間、６０番は、北潟地内の

農地３筆、１万２，６２４㎡、３年間、６１番は、葎谷地内の農地１筆、１，５０４㎡

を３年間、６２番は、福島新田地内外の農地計３筆、３，０６３㎡を６年間、６３番は、

石上２丁目地内外の農地計６筆、４，８５４㎡、同じく６年間、６４番は、塚野目地内

外の農地計９筆、１万２，８９７㎡を６年間、６５番は、塚野目３丁目地内の農地１１

筆、８，６７７㎡を６年間、６６番は、北野新田地内の農地１筆、１，３５０㎡を６年

間、６７番は、若宮新田地内の農地３筆、７，９５２㎡を６年間、６８番は、福島新田

地内の農地５筆、６，９８６．０７㎡を６年間、続きまして６９番でございます。６９

番は、川通中町地内の農地３筆、１万８，５４５㎡を８年間、７０番は、柳場新田地内

の農地１筆、３，１９３㎡を１０年間、７１番は、塚野目地内外の農地計８筆、４，１

４２㎡を１０年目、７２番は、塚野目地内の農地２筆、３，９２８㎡を１０年間、７３

番は、柳川新田地内の農地４筆、２，０２１㎡を１０年間、７４番は、東三条２丁目地

内の農地１筆、１，７０３㎡を１０年間、７５番は、大島地内の農地１０筆、９，４４

４㎡を１０年間、７６番は、荻島地内の農地３筆、３，０９３㎡を１０年間、７７番は、

山王西地内の農地４筆、１万５，５５０㎡を１０年間、続きまして７８番は、中野原地

内の農地１筆、１，１１１㎡を１０年間、７９番は、笹岡地内外の農地計７筆、１万４，

７３９㎡を１０年間、８０番は、福岡地内外の農地計１０筆、５，７２３㎡を１０年間、

８１番は、馬場地内の農地２３筆、１万４，１８８㎡を１０年間、８２番は、桑切地内

の農地１筆、２，８４３㎡を１０年間、以上３０件につきましては、それぞれ新規に利

用権設定するものであります。

次の８３番から２６ページになりますが、１９６番までの１１４件につきましては、

再設定でありますので、説明を省略させていただきます。

２７ページをお願いいたします。２７ページでございます。１９７番から２０３番の

７件につきましては、利用権移転をするものであります。

１９７番は、須戸新田地内外の農地計２筆、２，７８６㎡、１年間、１９８番は、須

戸新田地内外の農地計６筆、９，１２０㎡を４年間、１９９番は、柳場新田地内の農地

１筆、６２１㎡を６年間、２００番は、白山新田地内の農地２筆、１万５，４９７㎡を

同じく６年間、２０１番は、鶴田地内の農地１筆、２，０２３㎡を８年間、２０２番は、

須戸新田地内の農地１０筆、１万４７７㎡を８年間、最後に２０３番は、須戸新田地内

の農地５筆、２，０４１㎡を８年間、以上７件につきましては、それぞれ利用権移転す

るものであります。

次の２０４番から２０８番までの５件につきましては、再設定でありますので、説明

を省略させていただきます。

以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果
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報告を願います。

第１調査部会長は、坂井会長代理の隣に着席願います。

１４番、村山佐喜雄委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

おはようございます。それでは、第１調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第１調査部会では、１１月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１０時

２０分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定３０件、再設定１１９件、利用権移転７件、所有権移転６件、合計件数１６２件、

面積で８３万８，５３６．６㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、いずれも

農地の効率的利用、農作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしており、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

なお、委員の質問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから

発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席をお願いします。

（午前９時５５分 １番大桃伸之委員、３４番蒲澤 正委員着席）

議長（野﨑会長）

退席された委員に報告します。議第１号『農用地利用集積計画について』は、部会長

の調査結果報告のとおり承認することに決しました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）
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それでは、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』説明いたします。

議案の３４ページをお願いいたします。３４ページでございます。今月の申請分は、

５５番までの１９件、面積にしまして１１万９，９６１．３㎡及び競落報告として５６

番の１件、２，９４６㎡で、合計２０件、面積にしますと１２万２，９０７．３㎡であ

ります。

それでは、お戻りをいただきまして、２９ページをお願いいたします。２９ページの

３７番から順にご説明をいたします。

３７番は、矢田地内の農地２筆、５３８㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買で取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約４７万円であります。

３８番は、駒込地内の農地１筆、１２６㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり１０万円であります。

３９番は、同じく駒込地内の農地１筆、３８５㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図

るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり１０万円でありま

す。

４０番は、北五百川地内の農地２筆、３５２．９１㎡を譲り受け人が経営規模の拡大

を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり１０万円であ

ります。

４１番は、同じく北五百川地内の農地１筆、１，５９５㎡を譲り受け人が相手方の要

望により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり５０万円であり

ます。

４２番は、南中地内の農地１筆、３１７㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買で取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１６０万円であります。

４３番及び４４番は、金子新田地内の農地１筆、９４５㎡と同じく金子新田地内の農

地１筆、８３３㎡を譲り受け人、譲り渡し人が相互の交換により取得するものでありま

す。

４５番は、同じく金子新田地内の農地４筆、９１．４７㎡を譲り渡し人が同一世帯内

の後継者へ贈与するものであります。

４６番は、駒込地内の農地１筆、９７㎡を譲り受け人、譲り渡し人がお互いの話し合

いにより贈与するものであります。

４７番は、金子新田地内の農地２筆、１，８４２㎡を譲り渡し人が同一世帯内の農業

従事者へ贈与するものであります。

４８番から３３ページになります。３３ページの５５番の８件につきましては、譲り

渡し人が経営の若返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、それぞれ再設定を

するものであります。４８番から順に説明いたします。

４８番は、栗林地内の農地１７筆、１万６，５２９㎡、４９番は、同じ栗林地内の農

地１筆、８９９㎡、５０番は、新光地内外の農地計２１筆、１万４，７２６㎡、５１番

は、柳沢地内の農地１４筆、８，１９３㎡、５２番は、土場地内外の農地計１７筆、１

万４９６㎡、続きまして５３番は、中曽根新田地内の農地１６筆、２万９，００５㎡、
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５４番は、北潟地内の農地５６筆、１万１，５４６．９２㎡、５５番は、吉野屋地内外

の農地計１３筆、２万１，４４４㎡、以上８件につきましては、譲り渡し人が経営の若

返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、それぞれ再設定をするものでありま

す。

以上、１９件が今月の申請分であります。

次の５６番につきましては、競落報告でございます。下保内地内の農地３筆、２，９

４６㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るため、競落により取得したものであります。

価格は、平均をいたしますと１０ａ当たり約３６万円であります。また、本件は、９月

総会の附帯決議によりまして１０月２２日付で許可済みであります。

以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

１４番、村山佐喜雄委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの６件、

贈与によるもの３件、交換によるもの２件、使用貸借によるもの８件、合計件数１９件

で、面積で１１万９，９６１．３㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認

結果など、詳細説明を受け、いずれも譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下

限面積など許可要件を全て満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第３号『事業計画変更承認申請について』ご説明をいたします。

議案の３５ページをお願いいたします。今月の申請は、１９番１件で、面積は１５５
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㎡であります。

笹岡地内農地１筆、１５５㎡を賃借権の設定によりこの後審議をしていただきます議

第５号の６８番で、農地法第５条の許可申請がなされております北側隣接地１０３㎡と

あわせて、笹岡下組自治会公民館の駐車場及び通路等の用地として利用したいものです。

場所につきましては、笹岡下組自治会公民館北側の通路を挟んで位置しております。公

民館に必要な施設で、集落に接続して設置されるもので、農用地区分は第１種農地と判

断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

１４番、村山佐喜雄委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数１件、面積で１５５㎡で、書類

審査及び現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、

承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』説明いたします。

３６ページをお願いいたします。今月の申請は、１８番１件で、面積は４００．９㎡

であります。

大平地内の農地２筆、４００．９２㎡を作業所１棟、屋外資材置き場の用地として利

用したいものです。場所につきましては、国道２９０号人面トンネル北側８００ｍ付近
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で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

１４番、村山佐喜雄委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数１件、面積で４０

０．９２㎡で、書類審査及び現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基準及び一般基

準を満たしており、許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、続きまして議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』ご説

明いたします。

議案の３８ページをお願いいたします。今月の申請は８件で、合計２，９３９．３２

㎡であります。この合計面積には、３７ページの６４番及び６６番の取り消し案件の面

積は含まれておりません。

３７ページの６３番からご説明いたします。６３番は、三竹３丁目地内の農地２筆、

２，０６２㎡を売買により取得し、分譲地１０区画及び道路の用地として利用したいも

のです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５，０００円であります。場所につきま
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しては、ＪＲ東三条駅東側８００ｍ付近で、都市計画用途地域の準工業地域内にあるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、６４番は、井栗２丁目地内で、平成７年１２月２２日付で事務所１棟及

び中古車展示場用地として５条許可を受けた土地５筆、６９０㎡の許可を、計画を中止

したことから取り消しをしたいものです。場所につきましては、第四中学校東側３００

ｍ付近で、現在は農地として管理をされております。

６５番は、下須頃地内の農地１筆、２３㎡を贈与により取得し、排水路の用地として

利用したいものです。場所につきましては、ＪＡにいがた南蒲大島支店西側２００ｍ付

近で、住宅等が連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と判断され

ます。

６６番でございます。６６番につきましても、取り消し案件でございます。６６番は、

長野地内で平成１２年６月１３日付で釣り堀等管理棟の用地として５条許可を受けた土

地１筆、５２７㎡の許可を、賃貸借契約により更地にし返還をしたことから取り消しを

したいものです。場所につきましては、いい湯らてい南側１，２００ｍ付近で、現在は

農地として管理をされております。

６７番は、大島地内の農地４筆、８６．３２㎡を売買により取得し、駐車場及び雪捨

て場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万８，００

０円であります。場所につきましては、大島小学校北側市道を挟んで位置しており、住

宅等が連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

６８番は、笹岡地内の農地１筆、１０３㎡を贈与により取得し、先ほど議第３号『事

業計画変更承認申請について』の１９番でご審議をいただきました申請地の南側隣接地

１５５㎡とあわせ、笹岡下組自治会公民館の駐車場及び通路等の用地として利用したい

ものです。場所につきましては、公民館北側の通路を挟んで位置しております。公民館

に必要な施設で、集落に接続して設置されるもので、農用地区分は第１種農地と判断さ

れます。

６９番は、西本成寺１丁目地内の農地１筆、３３０㎡を売買により取得し、住宅１棟

及び駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万４，

０００円であります。場所につきましては、旧第一中学校南側５００ｍ付近で、都市計

画用途地域内の第２種中高層住居専用地域内にあることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。

７０番は、原地内の農地２筆、３３５㎡を売買により取得し、住宅１棟、カーポート

１棟及び雪捨て場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約

２，０００円であります。場所につきましては、長沢小学校南側９００ｍ付近で、農業

公共事業対象外の小集団の低生産性農地であり、農用地区分は第２種農地と判断されま

す。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

１４番、村山佐喜雄委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、取り消し案件２件を除

き、件数で６件、面積で２，９３９．３２㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説

明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしまし

た。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農地法適用外事実確認証明について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第６号『農地法適用外事実確認証明について』、いわゆる非農地証明に

ついてご説明をいたします。

議案の３９ページをお願いいたします。今月の申請は５件で、合計４，８６３㎡であ

ります。

４番は、上保内地内の農地５筆、１，６４５㎡について、周囲が山林等からの直接的

な影響によって農地としての維持や継続的な利用が困難になったため、非農地としたい

ものです。

５番から８番の４件につきましては、北五百川地内の農地について、平成２３年７．

２９豪雨災害に伴う治山事業により農地の復旧が行えなくなったため、非農地としたい

ものです。

５番は、３筆、１，０６３㎡、６番は、１筆、６７４㎡、７番は、１筆、４５２㎡、

８番は、５筆、１，０２９㎡について、それぞれ非農地としたいものです。

なお、５番から８番の４件の申請地につきましては、長岡地域振興局から農振農用地
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からの除外審査申し出が提出されており、現在農林課において審査中でございます。

以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第６号『農地法適用外事実確認証明について』は、合計件数５件、面積で４，８６

３㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、農地法の適用を受けない事実

の内容を満たしており、非農地として確認することにいたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、調査部

会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第１調査部会長は、自席へお戻りください。どうもご苦労さんでした。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『農業委員会等に関する法律施行令第３条に係る農業委員選挙

人名簿の審査方法について』を議題といたします。

事務局説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第７号『農業委員会等に関する法律施行令第３条に係る農業委員選挙人

名簿の審査方法について』、ご説明いたします。

お手元に配付させておりました議第７号参考資料をごらんいただきたいと思います。

まず、１番の日程でございます。日程につきましては、１１月２８日、本日でござい

ますが、本日の総会で決定いただきました農用地利用集積計画、農地法による各申請に

基づいて農地の移動処理を行い、各世帯の農地面積を仮確定いたします。この農地面積

をもとに、１２月２５日、農家宛てに直接申請書を送付いたしまして、１月１０日まで

に返信用封筒で申請書を農業委員会事務局に提出いただきたいと思っております。

農家世帯につきましても、市民窓口課のデータに基づいて審査を行い、１月１日現在

の世帯員を確定させていただきます。

後日審査会のご案内をいたしますが、１月２３日午前９時３０分から選挙人名簿審査



- 13 -

会を開催し、名簿登載内容の事前審査及び調査をお願いしたいと思います。

なお、選挙人名簿審査会につきましては、年度当初の農業委員会年間会議予定では、

１月２６日に予定をさせていただいておったところでございますが、事務局の都合でま

ことに恐縮ですが、現在利用しております電算システムが来年１月１日から新たな電算

システムに移行することから、調査結果集約のためのデータ入力作業に不測の時間を要

することも想定をされることから、前倒しで審査会の開催をお願いするものであります。

その後、１月３０日の定例総会において選挙人名簿の意見決定いただき、同日選挙管

理委員会へ送付する予定としております。

２番の審査内容につきましては、（１）の①として、一般農業者の場合は、１０アー

ル以上の農地で耕作の業務を営む農業経営主、経営主の同居の親族または配偶者で、年

間耕作従事日数がおおむね６０日以上の者が選挙権ありに該当いたします。

②としまして、農業生産法人の場合は、１０アール以上の農地で耕作の業務を営む農

業生産法人の組合員、社員または株主であって、年間耕作日数がおおむね６０日以上の

者が選挙権ありに該当いたします。

（２）の従事程度の審査は、①から⑥に該当する方について重点を置いて審査をして

いただきたいと考えております。

３番の審査方法につきましては、先ほど日程の中でご説明いたしましたが、１月２３

日午前９時３０分から選挙人名簿審査会を開催し、例年どおり委員の皆様から各地区ご

とに審査確認をしていただき、その調査結果に基づき総会で意見決定をしていただきま

す。意見決定をいただいた選挙人名簿を選挙管理委員会に送付するものでございます。

なお、裏面に関係する法律等抜粋してございますので、後ほど参考にごらんいただき

たいと思います。

なお、現委員の皆さんにおかれましては、選挙権がなくならないようご注意いただき

たいと思います。

以上でございます。審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、ただい

ま事務局が説明申し上げた手順で審査をすることでご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（野﨑会長）
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それでは、報第２号から報第６号まで続けて事務局より報告を願います。

事務局（堀事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中で質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

来月は、第２調査部会の当番でございます。１２月２２日午前９時から厚生会館第２

集会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いいたします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は、２６日を予定しております。

なお、開会時間は午後３時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。そ

して、終了後、忘年会を開催したいと思いますので、その件につきましても出席のほど

よろしくお願い申し上げます。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午前１０時２３分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（１４番）

議事録署名委員（２２番）


